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CRS
Common Reporting Standard

共通報告基準



2

CRS Common Reporting Standard 共通報告基準とは、、、

＊世界120ヵ国以上（欧州・アジア・オセアニア・中東・カナダ・南米等）が参
加する金融口座情報の自動交換制度（アメリカは別途FATCAを運用）

＊OECD （Organisation for Economic Co-operation and Development 経済
協力開発機構）が2014年に策定した国際ルール

＊各国の税務当局が非居住者の法人・個人の金融口座情報を居住地国の税務当局
と自動交換

＊目的：海外資産・所得の透明化・脱税防止

CRS Common Reporting Standard 共通報告基準

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/crs/summary.htm

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/crs/summary.htm
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https://www.nta.go.jp/information/release/pdf/001.pdf

CRS Common Reporting Standard 共通報告基準

国税庁のインターネットサイト

CRS情報の自動的情報交換の開始に
ついて

https://www.nta.go.jp/information/release/pdf/001.pdf
https://www.nta.go.jp/information/release/pdf/001.pdf
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英国は2017年から、日本は2018年から
CRSで情報交換開始、即ち両国はお互いの
国の非居住者の金融口座情報を共有

CRS Common Reporting Standard 共通報告基準

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/crs/summary.htm

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/crs/summary.htm
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英国と日本はCRSに参加

CRS Common Reporting Standard 共通報告基準

英国 日本
協定署名 2014年10月 2015年10月
情報交換開始 2017年9月

（2016年分）
2018年9月

（2017年分）
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https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu
/kokusai/crs/pdf/0021012-107_01.pdf

2017年1月1日以降、日本に新規金融口座を
新規開設する人は日本・海外を問わず居住
地国・マイナンバー・外国納税者番号の申
告を求められる

2016年12月31日以前に日本に金融口座を
既に開設済みの人は海外の居住地国・外国
納税者番号を任意で申告

CRS Common Reporting Standard 共通報告基準

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/crs/pdf/0021012-107_01.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/crs/pdf/0021012-107_01.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/crs/pdf/0021012-107_01.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/crs/pdf/0021012-107_01.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/crs/pdf/0021012-107_01.pdf
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交換される金融口座の情報

＊氏名・住所・生年月日
＊税務上の居住地
＊TIN（Tax Identification Number・
納税者番号、英国はNational Insurance No.、
日本はマイナンバー）
＊金融口座番号
＊12月31日時点の残高
＊その年の利子・配当・売却益等の発生額

https://www.nta.go.jp/information/release/pdf/001.pdf

CRS Common Reporting Standard 共通報告基準

https://www.nta.go.jp/information/release/pdf/001.pdf
https://www.nta.go.jp/information/release/pdf/001.pdf
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https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/crs/summary.htm

情報交換スケジュール

CRS Common Reporting Standard 共通報告基準

項目 行動
対象期間 1月1日から12月31日
残高基準日 12月31日
金融機関 金融機関は翌年4月・5月までに非居

住者の金融情報を自国の税務当局に
提供（英国はHMRC、日本は国税庁）

税務当局 税務当局は9月までに居住地国の税務
当局に金融情報を提供

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/crs/summary.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/crs/summary.htm
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英国在住者が例えば日本に銀行口座を持っている場合

CRS Common Reporting Standard 共通報告基準

確定申告 CRS

CRS

HMRCは確定申告が海外の金融
機関からの所得・利子・配当
等が正しく申告されているか

をチェック

居住国とNI 
Noを連絡
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この件の日本国税庁の元情報は以下の通り。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai
/crs/index.htm

CRS Common Reporting Standard 共通報告基準

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/crs/index.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/crs/index.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/crs/index.htm
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CRS Common Reporting Standard 共通報告基準

https://shukatsuweb.net/wp-content/uploads/2025/12/160.mp3
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https://youtu.be/Xk8-9aUi_N8?si=eBY3GYeKbgyiLk9K

CRS Common Reporting Standard 共通報告基準

https://youtu.be/Xk8-9aUi_N8?si=eBY3GYeKbgyiLk9K
https://youtu.be/Xk8-9aUi_N8?si=eBY3GYeKbgyiLk9K
https://youtu.be/Xk8-9aUi_N8?si=eBY3GYeKbgyiLk9K
https://youtu.be/Xk8-9aUi_N8?si=eBY3GYeKbgyiLk9K
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（YouTube動画の概略）
この動画は、海外資産を持つ日本居住者が知っておくべきCRS（共通報告基準）
と国外財産調書制度について解説しています。主な内容は以下の通りです。

1. CRS（共通報告基準）について
概要: 2014年にOECDが提唱した、外国の金融機関を利用した脱税やマネーロン
ダリングを防止するための国際ルールです。
仕組み: 加盟国間で、非居住者の口座情報（氏名、住所、口座残高、利息、配当
など）を年に1回、自動的に交換します。
現状: スイス、シンガポール、香港などのタックスヘイブンを含む100カ国以上
が参加しており、これらの国にある口座情報を日本の税務当局が把握出来るよう
になっています。

2. アメリカの制度（FATCA）
アメリカはCRSには参加していませんが、独自のFATCA（外国口座税務コンプ
ライアンス法）や日米租税条約に基づき、情報のやり取りを行っています。

CRS Common Reporting Standard 共通報告基準

https://shukatsuweb.net/wp-content/uploads/2026/01/CRSYT.mp3
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CRS Common Reporting Standard 共通報告基準

3. 非加盟国（フィリピン、カンボジアなど）の注意点
現在はCRSに加盟していなくても、将来的に加盟する可能性が高く、その際に過
去に遡って情報が開示されるリスクがあるため、バレないと考えて無申告でいる
ことは非常に危険です。

4. 国外財産調書制度
対象: 12月31日時点で、海外に合計5,000万円を超える資産（預金、株式、不動
産、暗号資産など）を持つ日本の居住者。
罰則: 期限内に提出しない場合や虚偽の記載がある場合は、加算税の加重や刑事
罰の対象となる可能性があります。

5. 租税条約
二重課税（日本と海外の両方で課税されること）を避けるための仕組みについて
も触れられており、海外で支払った税金を日本の税金から控除する計算が必要に
なる場合があります。
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https://youtu.be/3ef5EOof-zU?si=Ata5vLU4kJAqFLdR

CRS Common Reporting Standard 共通報告基準

https://youtu.be/3ef5EOof-zU?si=Ata5vLU4kJAqFLdR
https://youtu.be/3ef5EOof-zU?si=Ata5vLU4kJAqFLdR
https://youtu.be/3ef5EOof-zU?si=Ata5vLU4kJAqFLdR
https://youtu.be/3ef5EOof-zU?si=Ata5vLU4kJAqFLdR
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（YouTube動画の概略）
このYouTube動画は、2026年1月1日が期限となる日本の金融口座に関する規制
改正、特に非居住者に係る金融口座情報の共通報告基準（CRS：Common 
Reporting Standard）の見直しについて解説しています。

2026年1月1日施行のCRS改正と非居住者ハンター化
国税庁の発表に基づき、日本の銀行・証券口座を持つ金融機関は、2026年1月1
日から新しいルールが施行されることにより、非居住者を特定する機能の組み込
みが義務付けられます。

この改正の主なポイントは以下の通りです。

CRS Common Reporting Standard 共通報告基準

https://shukatsuweb.net/wp-content/uploads/2026/01/CRSYT2.mp3


17

TIN（納税者番号）の取得義務化: 金融機関は、非居住者に対して居住国におけ
る納税者番号（TIN）の取得を義務付けます。これを申告しない場合、非協力的
な非居住者として特定され、報告の対象になります。

報告対象の拡大: 預金・証券などに加え、暗号資産などのデジタル資産が新たに
報告対象に追加されます。又、資金移動業者や電子決済業者なども報告義務の対
象となります。

二重居住者ルールの厳格化: 条約上の双方居住者の振り分けルールに関する規定
が削除され、日本と外国の双方で居住者と見做されるケースでは、情報交換の対
象国が拡大し、曖昧な優遇措置が消滅する可能性があります。

リスク: 顧客が要件を満たさない場合、金融機関から非協力的な顧客と見なされ、
銀行口座の凍結や強制解約に至るリスクがあると警鐘を鳴らしています。

CRS Common Reporting Standard 共通報告基準
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（参考資料）
三菱UFJ銀行は、2019年7月、日本非居住者の
顧客に対して、外国納税者番号提供の依頼

＊海外の住所・外国納税者番号等の申告
＊強制では無く、任意
＊もし情報提供しなくとも、不利益は無い
＊しかし、日本の税務当局へは非協力者とし
て報告される

こちら

CRS Common Reporting Standard 共通報告基準

http://shukatsuweb.net/wp-content/uploads/2025/12/Mitsubishi-UFJ-2019-07.pdf
http://shukatsuweb.net/wp-content/uploads/2025/12/Mitsubishi-UFJ-2019-07.pdf
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複数の国に金融口座を所有する人の留意点

＊自身の税務上の居住地はどこかを正しく認識する（各国の税制・二重課税
防止の租税条約)

＊海外の金融機関にも税務上の居住地を正しく申告

＊申告・納税する国に正しく申告・納税

CRS Common Reporting Standard 共通報告基準
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